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供
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死
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お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

本
稿
の
目
的
は
、
美
濃
国
恵
那
郡
加
子
母
村
に
居
住
し
た
内
木
家
一
一
代
当
主
内
木

彦
七
武
久（
以
下
、
彦
七
と
表
記
）が
著
し
た
日
記
「
御
山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」（
明
和
五

年
〈
一
七
六
八
〉、
以
下
、「
日
記
」
と
表
記
）を
基
に
、
看
病
・
介
護
を
通
じ
て
、
彦
七
が

（
1
）

〔
岐
阜
県
中
津
川
市
加
子
母
地
区
内
木
家
所
蔵
史
料
調
査
成
果
報
告
〕

加
子
母
村
に
お
け
る
家
族
の
看
取
り
と
死
生
観

萱
　
田
　
寛
　
也

─
内
木
彦
七
家
を
事
例
に

─

家
族
・
親
類
の
死
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
た
の
か
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

近
世
社
会
に
お
け
る
家
族
の
看
病
・
介
護
に
つ
い
て
は
、
柳
谷
慶
子
氏
が
東
北
諸
藩

の
事
例
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
子
母
村
の
歴
史
を
ま
と
め
た
『
加
子
母

村
誌
』
で
は
、
加
子
母
村
に
お
け
る
葬
式
や
法
要
を
め
ぐ
る
慣
習
を
、
近
現
代
の
事
例

も
含
め
て
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
研
究
も
史
料
の
制
約
に
よ
り
、
介
護

者
の
具
体
的
な
行
動
や
心
情
の
変
化
ま
で
言
及
で
き
て
い
な
い
。

一
方
、「
日
記
」
に
は
、
身
内
の
看
病
、
死
去
、
葬
式
に
際
し
て
、
彦
七
が
ど
の
よ

う
に
行
動
し
た
の
か
、
彦
七
自
身
の
心
情
も
含
め
て
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
、
彦
七
が
ど
の
よ
う
に
身
内
の
死
を
受
け
入
れ
た
の
か
、
彦
七
の
心
情

の
変
化
に
も
注
目
し
な
が
ら
具
体
的
に
考
察
し
た
い
。
彦
七
に
と
っ
て
、
大
人
の
死
へ

の
向
き
合
い
方
と
子
供
の
死
へ
の
向
き
合
い
方
は
、
共
通
す
る
部
分
も
あ
れ
ば
異
な
る

部
分
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
一
章
、
第
二
章
で
は
、
彦
七
の
実
母（
明
和
五
年
五
月
三

日
に
死
去
）の
看
病
・
葬
式
・
法
要
を
対
象
に
し
て
、
彦
七
が
実
母
の
死
を
ど
の
よ
う
に

受
け
入
れ
た
の
か
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
近
隣
・
親
類
の
子
供
の
死
去
の
場
合
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

（
2
）

（
3
）
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な
お
、
本
稿
で
用
い
る
史
料
の
大
部
分
は
「
日
記
」
な
の
で
、
以
下
、「
日
記
」
を

引
用
す
る
際
は
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
注
記
は
し
な
い
。

一　

彦
七
を
中
心
と
し
た
「
母
人
」
の
看
病

彦
七
の
実
母
は
、
名
前
は
分
か
ら
ず
、
日
記
中
で
は
「
母
人
」
と
表
記
さ
れ
る
。「
母

人
」
は
、
夫
武
益（
内
木
家
一
〇
代
当
主
、
彦
七
の
父
）が
亡
く
な
っ
た
後
、
お
つ
ね（
彦
七

の
妹
）、
次
郎
兵
衛（
お
つ
ね
の
夫
）、
お
い
し（
次
郎
兵
衛
・
お
つ
ね
夫
妻
の
娘
）と
同
居
し

て
い
て
、
屋
号
と
し
て
《
冨
田
》
を
名
乗
っ
て
い
た
。「
内
木
家
過
去
帳
」
に
よ
る
と
、

「
母
人
」
は
小
栗
作
十
郎
と
い
う
人
物
の
娘
で
あ
っ
た
。「
母
人
」
の
生
年
は
不
明
だ

が
、
明
和
五
年
の
「
日
記
」
で
は
、「
母
人
」
に
と
っ
て
は
曾
孫
に
あ
た
る
孫
太
郎（
彦

七
の
息
子
善
右
衛
門
の
子
）が
、
彦
七
か
ら
用
事
を
頼
ま
れ
る
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
る
の

で
、年
齢
は
不
明
だ
が
「
母
人
」
は
高
齢
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
記
述
は
少
な
い
が
、

宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）の
「
日
記
」
や
明
和
二
年
の
「
日
記
」
を
用
い
て
、
ま
ず
、

「
母
人
」
の
動
向
や
彦
七
と
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。

前
述
の
通
り
、
彦
七
と
「
母
人
」
は
別
居
し
て
い
た
が
、
年
始
や
歳
暮
だ
け
で
な

く
、
し
ば
し
ば
お
互
い
の
家
を
行
き
来
し
て
い
た
。
基
本
的
に
は
互
い
の
家
で
歓
談
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
模
様
だ
が
、
食
料（
松
茸
・
魚
な
ど
）や
煙
草
入
れ
を
、
彦
七
が
「
母

人
」
に
差
し
入
れ
る
場
合
が
あ
っ
た（
宝
暦
一
三
年
一
二
月
三
〇
日
、
明
和
二
年
五
月
一
五

日
・
八
月
二
八
日
）。
ま
た
、「
母
人
」
が
汁
物
で
誤
嚥
を
起
こ
し
た
時
に
は
、
彦
七
は
、

日
常
的
に
彦
七
と
交
流
し
て
い
る
民
間
医
の
玄
得
に
診
察
を
依
頼
し
、
迅
速
な
快
復
に

つ
な
げ
て
い
る（
宝
暦
一
三
年
八
月
二
日
〜
一
〇
日
）。
普
段
か
ら
彦
七
は
「
母
人
」
の
体

調
を
気
に
か
け
る
な
ど
の
孝
行
息
子
で
あ
り
、「
母
人
」
も
彦
七
が
病
気
の
時
は
見
舞

い
に
行
っ
て
い
る
の
で
、
両
者
の
関
係
性
は
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
母
人
」
に
持
病
が
あ
っ
た
様
子
は
確
認
で
き
な
い
が
、
明
和
五
年
二
月
上
旬
よ
り

「
御
気
色
御
勝
レ
不
被
成
候
」（
二
月
二
日
）と
体
調
不
良
を
訴
え
る
。「
御
寒
ク
候
由
被
仰

候
」（
二
月
二
日
）や
「
御
腹
中
御
勝
レ
不
被
成
候
」（
二
月
一
五
日
）と
い
う
よ
う
に
、
季
節

の
影
響
も
あ
っ
た
た
め
か
、
寒
気
を
訴
え
、
腹
の
具
合
が
良
く
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

彦
七
や
次
郎
兵
衛
ら
は
、
し
ば
ら
く
「
母
人
」
の
様
子
を
見
て
い
た
が
、
一
向
に
快
復

し
な
い
た
め
、
次
郎
兵
衛
が
「
下
モ
」
へ
薬
を
も
ら
い
に
行
く（
二
月
一
五
日
）。
ま
た
、

並
行
し
て
、
彦
七
は
毎
日
の
よ
う
に
「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
く
。
日
記
に
は
、「
母

人
」
の
体
調
の
変
化
や
彦
七
自
身
の
心
情
が
逐
一
記
さ
れ
て
い
る
。「
母
人
」
の
体
調

が
良
い
場
合
は
そ
の
都
度
「
大
慶
〳
〵
」（
二
月
一
八
日
）と
記
し
、
母
人
の
快
方
を
喜
ん

で
い
る
。
一
方
、「
母
人
」
の
体
調
が
悪
い
場
合
は
、「
気
之
毒
〳
〵
」（
二
月
一
六
日
）と

記
し
て
お
り
、
体
調
悪
化
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彦
七
は
「
母
人
」

の
体
調
の
変
化
に
一
喜
一
憂
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

彦
七
は
、「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
く
だ
け
で
な
く
、
饂
飩
・
山
芋
・
あ
め
・
炭
な

ど
の
食
料
や
生
活
必
需
品
を
差
し
入
れ
た
り
、
家
族
に
「
母
人
」
の
看
病
を
指
示
し
た

り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
お
幾（
彦
七
の
息
子
善
右
衛
門
の
妻
）に
饂
飩
を
作
ら

せ
、
少
し
ず
つ
「
母
人
」
に
食
べ
さ
せ
る
よ
う
に
お
つ
ね
に
指
示
し
て
い
て（
二
月
二
一

日
）、
実
際
に
「
母
人
」
が
、
お
幾
が
作
っ
た
饂
飩
を
食
べ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る（
二
月
二
四
日
）。「
母
人
」
に
滋
養
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
彦
七
や
次
郎
兵
衛
・
お
つ
ね
夫
婦
ら
が
献
身
的
に
「
母
人
」
の
看
病
を

行
っ
た
。
そ
の
お
陰
か
、
二
月
下
旬
に
は
「
母
人
」
の
体
調
が
快
復
し
た
。

一
旦
は
快
方
に
向
か
っ
た
「
母
人
」
の
体
調
だ
が
、
三
月
中
旬
以
降
再
び
悪
化
し
始

め
た
。
こ
れ
以
降
の
「
母
人
」
の
治
療
に
お
い
て
興
味
深
い
点
が
二
点
見
ら
れ
る
。

第
一
は
、
当
時
、
強
壮
薬
や
健
胃
薬
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
人
参
を
使
用
し
た
こ
と
で

あ
る
。
彦
七
は
、
玄
得
に
「
母
人
」
の
診
察
を
頼
み
、
人
参
の
処
方
も
依
頼
し
た
。
玄

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
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）
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得
は
、
彦
七
の
依
頼
を
聞
き
入
れ
て
人
参
を
処
方
し
た
。

人
参
の
処
方
を
め
ぐ
っ
て
興
味
深
い
経
緯
が
見
ら
れ
る
。
処
方
さ
れ
た
人
参
を
受
け

取
る
た
め
、
お
い
し
が
玄
得
の
も
と
に
向
か
っ
た
。
お
い
し
は
人
参
を
受
け
取
る
と
、

彦
七
に
人
参
を
見
せ
に
来
た
。
そ
の
理
由
は
、
人
参
は
「
大
事
之
御
薬
」
な
の
で
、
彦

七
が
最
終
確
認
を
す
る
よ
う
に
、
お
つ
ね
が
指
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た（
四
月
一
一

日
）。
こ
の
史
料
よ
り
、
重
要
な
薬
の
処
方
に
お
い
て
は
、
彦
七
の
確
認
が
必
要
で
あ

り
、
彦
七
が
中
心
と
な
っ
て
「
母
人
」
の
看
病
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
、
玄
得
は
、「
母
人
」
の
死
去
の
直
前
ま
で
複
数
回
に
わ
た
っ
て
人
参
を
処

方
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彦
七
が
、
人
参
を
処
方
す
る
よ
う
に
繰
り
返
し
玄
得
に
依
頼

し
た
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
彦
七
は
人
参
を
服
用
す
る
こ
と
で
、「
母
人
」
の
病
気
が

治
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

第
二
は
、
山
伏
に
祈
禱
を
依
頼
し
た
こ
と
で
あ
る
。
日
記
に
は
「
今
日
ハ
山
伏
奨
祈

禱
為
致
候
処
、
母
人
御
快
ク
候
旨
被
仰
、
大
慶
〳
〵
」（
三
月
一
六
日
）と
記
し
て
い
る
。

こ
の
山
伏
は
、
加
子
母
村
に
居
住
し
た
誠
教
院
と
思
わ
れ
る
。
誠
教
院
に
祈
禱
を
依
頼

し
た
結
果
、「
母
人
」
の
体
調
が
良
く
な
り
、
彦
七
が
喜
ん
で
い
る
様
子
が
分
か
る
。

た
だ
し
、
彦
七
が
祈
禱
の
効
果
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
的
な
行
為
の

み
に
「
母
人
」
の
治
療
を
依
存
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
、
同
時
期
に

は
玄
得
の
診
察
も
受
け
て
い
る
の
で
、
医
師
に
よ
る
治
療
、
薬
の
服
用
、
祈
禱
と
い
っ

た
複
数
の
手
段
を
用
い
て
、「
母
人
」
の
看
病
に
彦
七
は
取
り
組
ん
で
い
た
。
ど
ん
な

手
段
を
用
い
て
で
も
彦
七
は
、「
母
人
」
の
病
気
快
復
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
彦
七
ら
の
懸
命
な
看
病
の
甲
斐
な
く
、「
母
人
」
の
体
調
は
次
第
に
悪
く
な
っ

て
い
く
。
同
時
期
に
、
彦
七
は
、
御
山
守
の
職
務（
美
濃
国
・
飛
騨
国
・
信
濃
国
に
ま
た
が

る
三
浦
山
の
国
境
の
確
定
、盗
伐
の
摘
発
）の
た
め
、三
浦
山
に
登
山
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、「
母
人
」
の
体
調
が
し
ば
ら
く
悪
い
上
に
高
齢
で
あ
る
の
で
、「
母
人
」
を
置

い
て
登
山
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
、
三
浦
山
へ
の
登
山
を
延
期
し
た（
四
月
八
日
）。

で
き
る
だ
け
近
く
で
「
母
人
」
の
面
倒
を
見
た
い
と
い
う
彦
七
の
心
情
が
う
か
が
え

る
。
そ
の
後
、「
母
人
」
の
病
状
が
落
ち
着
い
た
の
で
、
同
月
一
二
日
よ
り
登
山
す
る

こ
と
を
決
断
す
る
。
決
断
後
も
、
彦
七
は
「
母
人
」
に
対
し
て
登
山
の
旨
を
手
紙
で
知

ら
せ
た
り（
四
月
一
一
日
）、
見
舞
い
に
行
っ
た
り（
四
月
一
二
日
）し
て
お
り
、
登
山
の
直

前
ま
で
「
母
人
」
の
体
調
を
案
ず
る
彦
七
の
様
子
が
垣
間
見
え
る
。

二　
「
母
人
」
の
看
取
り
・
葬
式
・
法
要

（
一
）　
「
母
人
」
の
看
取
り

彦
七
は
四
月
二
六
日
に
三
浦
山
か
ら
下
山
し
た
が
、「
母
人
」
の
病
状
は
悪
化
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
た
。
翌
日
、
彦
七
を
訪
ね
た
次
郎
兵
衛
は
、「
母
人
」
の
体
の
腫
れ

が
ひ
ど
い
の
で
、
針
を
用
い
た
治
療
を
玄
得
へ
頼
ん
だ
こ
と
を
伝
え
た
。
次
郎
兵
衛
の

報
告
を
聞
い
た
彦
七
は
、
す
ぐ
に
《
冨
田
》
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
重
症
で
あ
っ

た
。
こ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
彦
七
は
、
日
記
に
「
気
之
毒
〳
〵
」
と
記
し
て

い
る
。
二
八
日
に
も
彦
七
が
「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
日
も
腫
れ

が
ひ
ど
い
の
で
、
お
い
し
に
玄
得
を
呼
び
に
行
か
せ
た
。
診
察
を
し
た
玄
得
は
、
彦
七

に
対
し
て
「
段
々
御
薬
も
相
用
ひ
候
へ
共
、
兎
角
御
験
気
不
相
成
候
、
此
度
ハ
御
本
服

ニ
而
も
有
之
間
敷
哉
と
相
見
候
」、
つ
ま
り
、
色
々
と
薬
を
処
方
し
た
け
れ
ど
も
、
病

気
が
快
方
に
向
か
わ
ず
、
今
回
は
快
復
す
る
見
込
み
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。玄

得
が
帰
っ
た
後
、
再
び
彦
七
は
「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
っ
た
。
水
腫
を
治
す
た

め
に
、
玄
得
が
針
を
多
く
打
っ
た
の
で
、
着
物
が
残
ら
ず
濡
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ

（
8
）
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一
六
〇

た
。
同
月
三
〇
日
に
は
、
お
い
し
が
彦
七
に
対
し
て
、「
母
人
」
の
眼
が
非
常
に
腫
れ

て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
。
早
速
、
彦
七
も
様
子
を
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
眼
だ
け
で
な

く
、
手
も
腫
れ
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彦
七
は
立
願
帳
を
用
意
し
て
、

誠
教
院
に
「
母
人
」
の
病
気
快
復
の
祈
禱
を
依
頼
し
た
。
誠
教
院
は
熱
心
に
祈
禱
を
行
っ

た
た
め
、
彦
七
は
「
大
慶
」
と
記
し
、
喜
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彦
七
は
、「
母
人
」
の
見
舞
い
に
頻
繁
に
行
っ
た
り
、
医
師
に
治
療

や
薬
の
処
方
を
依
頼
し
た
り
、
宗
教
者
に
病
気
平
癒
の
祈
禱
を
依
頼
す
る
な
ど
看
病
を

懸
命
に
行
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
本
復
は
難
し
い
と
い
う
玄
得
の
診
断
や
、
彦
七

自
身
が
、「
母
人
」
が
次
第
に
衰
弱
し
て
い
く
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、「
母
人
」
の

死
を
覚
悟
し
、
死
去
に
備
え
た
準
備
を
始
め
る
。

具
体
的
に
は
、
①
臨
終
の
瞬
間
に
立
ち
会
え
る
よ
う
に
「
一
家
中
」（
＝
親
類
・
縁
者
）

や
近
隣
の
者
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
、
②
葬
式
に
用
い
る
布
・
木
綿
の
調
達
を
開
始
す
る

こ
と
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
、
彦
七
の
求
め
に
応
じ
て
、
早
速
《
中
洞
》
の
善
六
・
お

い
わ
・
お
た
つ
、《
下
屋
》
の
お
そ
よ
な
ど
「
一
家
中
」
や
、
近
隣
に
居
住
す
る
《
岩

屋
》
の
清
十
夫
婦
な
ど
が
見
舞
い
に
訪
れ
た（
四
月
三
〇
日
）。
そ
の
後
も
、
知
ら
せ
を

聞
い
た
大
勢
の
者
が
「
母
人
」
の
見
舞
い
に
訪
れ
て
い
る（
五
月
一
日
〜
五
月
三
日
）。
②

に
つ
い
て
、
彦
七
は
、
付
知
村
に
居
住
す
る
源
太
に
木
綿
の
調
達
を
依
頼
し
て
い
た

が
、
源
太
の
家
に
は
無
か
っ
た
。
次
に
、
下
付
知
の
松
兵
衛
へ
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
一
束

を
金
一
両
で
渡
す
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
で

き
る
だ
け
布
・
木
綿
の
授
受
に
お
金
を
か
け
た
く
な
い
と
考
え
た
た
め
か
、
彦
七
は
、

松
兵
衛
が
所
持
す
る
木
綿
は
利
用
せ
ず
、
菩
提
寺
の
法
禅
寺（
曹
洞
宗
）に
布
・
木
綿
の

有
無
を
尋
ね
た
。
法
禅
寺
は
ど
ち
ら
も
持
っ
て
い
て
、
い
つ
で
も
利
用
可
能
で
あ
る
と

返
答
し
た
の
で
、
法
禅
寺
か
ら
布
・
木
綿
を
調
達
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

彦
七
は
、
こ
の
よ
う
に
葬
式
に
向
け
て
の
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
五
月
二
日
に
、

「
母
人
俄
ニ
御
目
見
へ
不
被
成
候
」、
つ
ま
り
、
人
を
認
識
で
き
な
い
く
ら
い
「
母
人
」

の
意
識
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
お
い
し
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
彦

七
は
、
す
ぐ
に
《
冨
田
》
に
向
か
っ
た
。「
日
記
」
に
は
、「
追
々
御
太
切
ニ
御
見
被
成
、

気
之
毒
〳
〵
」
と
記
し
て
い
る
。「
母
人
」
が
危
篤
状
態
に
な
り
、
死
期
が
近
い
こ
と

を
彦
七
は
悟
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
翌
三
日
、「
母
人
」
は
「
御
正
体
も
無
之
体

ニ
相
成
り
」、
彦
七
は
一
日
中
看
病
し
て
い
た
。「
母
人
」
の
容
体
を
聞
い
た
《
下
屋
》・

《
中
洞
》・《
川
辺
》・《
か
ぢ
や
》
な
ど
大
勢
の
「
一
家
中
」・
近
隣
の
者
や
診
察
を
担
当

し
た
玄
得
が
見
舞
い
に
来
た
。
大
勢
に
見
守
ら
れ
た
中
で
、
暮
前
に
「
母
人
」
は
亡
く

な
っ
た
。「
母
人
」
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
彦
七
は
こ
の
日
の
日
記
に
「
残

念
〳
〵
」
と
記
し
て
い
て
、
悲
し
み
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

（
二
）　

葬
式
の
準
備
・
実
施

「
母
人
」
の
死
去
に
伴
い
、
葬
式
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
法
禅
寺
に
「
母

人
」
の
死
去
を
知
ら
せ
に
行
く
と
と
も
に
「
母
人
」
の
遺
体
の
処
理
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
。
当
初
は
《
冨
田
》
で
沐
浴
を
し
て
か
ら
《
桑
原
》（
彦
七
家
の
屋
号
）へ
運
ぶ
予

定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
禅
寺
の
住
職
が
《
桑
原
》
へ
「
母
人
」
の
遺
体
を
運
ん
だ

後
に
沐
浴
を
行
う
よ
う
に
指
示
し
た
。
彦
七
は
住
職
の
指
示
を
聞
き
入
れ
て
、
近
隣
の

人
々
の
助
け
も
借
り
て
遺
体
を
《
桑
原
》
に
運
ん
だ（
五
月
三
日
）。
ま
た
、「
母
人
」
の

戒
名
は
、
生
前
に
決
め
て
い
た
通
り
「
玉
室
貞
芳
大
姉
」
と
な
っ
た（
五
月
四
日
）。
大

姉
は
、
女
性
の
死
後
に
法
名
に
つ
け
る
称
号
で
あ
り
、
男
性
の
居
士
に
相
当
す
る
。

葬
式
は
五
月
四
日
に
法
禅
寺
に
て
実
施
さ
れ
た
。
葬
式
に
つ
い
て
、
彦
七
は
、「
昼

前
比
御
葬
礼
大
勢
に
て
賑
敷
御
送
り
」（
五
月
四
日
）と
記
し
て
い
る
。
遺
体
の
葬
送
に
は

日
記
に
「
賑
敷
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
人
数
が
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
葬

（
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一
六
一

式
の
参
加
人
数
に
つ
い
て
、
彦
七
は
「
一
々
覚
へ
不
申
」
と
正
確
に
人
数
を
把
握
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
家
族
・
親
類
を
除
く
と
五
〇
人
余
り
が
参
加
し
、
全

体
の
人
数
は
一
〇
〇
人
程
度
で
あ
ろ
う
と
も
書
き
留
め
て
い
る
。

葬
式
終
了
後
も
多
く
の
人
々
が
、「
母
人
」
の
死
去
を
弔
い
に
彦
七
の
家
を
訪
れ
た
。

彦
七
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、「
掻
餅
」（
＝
か
い
も
ち
）を
出
し
て
来
訪
者
の
饗
応
を

し
て
い
る
。「
掻
餅
」
は
、
き
な
粉
を
ま
ぶ
し
た
ぼ
た
餅
の
こ
と
で
、
加
子
母
地
域
で

は
葬
式
の
お
返
し
品
と
し
て
近
年
ま
で
見
ら
れ
た
風
習
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
実
母
を
無
く
し
た
悲
し
み
を
抱
え
る
一
方
で
、
葬
式
の
様
子
を
客

観
的
に
書
き
留
め
よ
う
と
す
る
彦
七
の
態
度
が
読
み
取
れ
る
。

（
三
）　

忌
に
よ
る
職
務
の
遠
慮

そ
れ
で
は
、
彦
七
に
と
っ
て
実
母
の
死
に
伴
う
忌
と
御
山
守
の
職
務
の
遂
行
は
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
母
人
」
が
死
去
し
た
時
期
は
、
前
述
の
通
り
、

彦
七
は
三
浦
山
の
見
廻
り
の
た
め
登
山
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
彦
七
は
名
古
屋

に
い
る
木
曽
材
木
方
の
大
嶋
直
九
郎
・
荒
尾
七
蔵
に
書
状
を
送
り
、「
私
母
儀
去
ル
三

日
病
死
仕
候
、仍
之
私
共
儀
忌
中
遠
慮
引
籠
罷
在
候
、い
つ
比
ゟ
出
勤
仕
可
然
候
半
哉
」

（
五
月
一
〇
日
）と
尋
ね
て
い
る
。「
母
人
」
が
五
月
三
日
に
亡
く
な
り
、
現
在
、
彦
七
は

忌
で
御
山
守
の
職
務
を
し
て
い
な
い
、
い
つ
か
ら
勤
め
れ
ば
良
い
か
尋
ね
て
い
る
。
彦

七
の
書
状
は
、
大
川
の
出
水
の
た
め
到
着
が
遅
延
し
、
大
嶋
や
荒
尾
の
も
と
に
届
い
た

の
は
同
月
一
四
日
で
あ
っ
た
。
大
嶋
や
荒
尾
は
す
ぐ
に
支
配
方
に
確
認
し
、
同
日
付
で

「
此
書
状
到
着
次
第
御
出
勤
被
成
候
」
よ
う
に
返
答
し
た
。
つ
ま
り
、
大
嶋
や
荒
尾
の

返
答
書
が
届
き
次
第
、
す
ぐ
に
御
山
守
の
職
務
に
復
帰
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

大
嶋
や
荒
尾
の
返
答
を
彦
七
が
受
け
取
っ
た
の
は
同
月
一
七
日
で
あ
る
。
彦
七
は
、
書

状
を
受
け
取
る
と
職
務
を
開
始
し
、
二
〇
日
に
は
御
山
守
見
習
の
善
右
衛
門
が
、
翌

二
一
日
に
は
彦
七
が
三
浦
山
に
登
山
し
て
い
る
。

江
戸
幕
府
は
、
近
親
の
死
に
際
し
て
、
喪
に
服
す
る
日
数
を
法
定
し
た
服
忌
令
を
制

定
し
た
。
同
法
は
、
貞
享
元
年（
一
六
八
四
）に
成
立
し
、
追
加
・
改
定
を
経
て
元
文
元

年（
一
七
三
六
）に
完
成
し
た
。
服
忌
令
の
対
象
は
、
幕
府
と
直
接
主
従
関
係
を
結
ぶ
武

士
や
そ
の
家
族
、
庶
民
も
含
ん
だ
。
し
か
し
、
林
由
紀
子
氏
は
、
将
軍
、
藩
領
の
場
合

で
あ
れ
ば
藩
主
に
喪
中
の
穢
が
及
ば
な
い
限
り
は
、
庶
民
に
対
し
て
服
忌
令
の
厳
守
を

求
め
る
場
合
は
少
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

今
回
の
「
母
人
」
の
死
を
め
ぐ
る
忌
の
期
間
に
つ
い
て
、
服
忌
令
で
定
め
ら
れ
た
通

り
に
厳
格
に
守
ら
れ
た
様
子
は
見
え
ず
、
木
曽
材
木
方
も
彦
七
を
で
き
る
だ
け
早
く
御

山
守
の
職
務
に
復
帰
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
御
山
守

の
職
務
を
停
滞
さ
せ
た
く
な
い
木
曽
材
木
方
の
意
向
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）　

法
要
の
実
施

「
日
記
」
に
は
、「
母
人
」
の
法
要
に
関
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。
初
七
日（
五
月
九

日
）や
五
七
日（
六
月
八
日
）に
は
、「
一
家
中
」
を
中
心
に
法
禅
寺
の
住
職
も
招
い
て
法

要
を
行
い
、
二
七
日（
五
月
一
六
日
）や
四
七
日（
六
月
一
日
）に
は
廟
所
に
仏
木
を
建
て

た
。
三
七
日（
五
月
二
三
日
）や
四
十
九
日（
六
月
二
二
日
）は
、
彦
七
は
御
山
守
の
職
務
の

た
め
三
浦
山
の
見
廻
り
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。

続
い
て
、
年
忌
の
法
要
に
注
目
し
た
い
。「
母
人
」
の
一
周
忌
に
あ
た
る
明
和
六
年

と
七
回
忌
に
あ
た
る
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
「
日
記
」
に
年
忌
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

明
和
六
年
の
「
日
記
」
で
は
、
ま
ず
、
三
月
一
六
日
に
一
周
忌
に
関
す
る
記
述
が
見

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
母
人
」
の
命
日
が
五
月
三
日
な
の
で
、
一
周
忌
は
命
日
の
五

（
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一
六
二

月
三
日
に
執
り
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
五
月
は
法
要
に
参
加
予
定
の
人
々
が
忙
し
い
の

で
、
四
月
三
日
に
実
施
し
た
い
と
、
善
右
衛
門
を
介
し
て
彦
七
は
法
禅
寺
に
申
し
出
て

い
る
。
お
そ
ら
く
、
五
月
は
、
彦
七
や
善
右
衛
門
が
御
山
守
と
し
て
、
三
浦
山
の
見
廻

り
に
行
く
予
定
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彦
七
の
申
し
出
を
法
禅
寺
は
承
諾
し
、
四

月
三
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
一
周
忌
が
執
り
行
わ
れ
た
。《
冨
田
》
の
次
郎
兵
衛
夫
婦

や
《
中
洞
》
の
善
六
な
ど
「
一
家
中
」
の
他
に
座
頭
三
人
も
参
加
し
た
。
ま
た
、「
母

人
」
の
命
日
の
五
月
三
日
に
も
供
養
は
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彦
七
は

同
年
四
月
二
五
日
よ
り
三
浦
山
の
見
廻
り
に
行
っ
て
い
た
た
め
、
供
養
に
は
参
加
し
て

い
な
い
が
、
お
つ
ね
・
孫
太
郎
よ
り
手
紙
が
来
て
、
好
天
に
恵
ま
れ
、
供
養
が
滞
り
な

く
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
を
彦
七
は
確
認
し
て
い
る
。

安
永
三
年
の
「
日
記
」
で
は
、
彦
七
は
家
に
お
り
、
法
要
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
日
記
が
現
存
し
て
い
な
い
の
で
確
認
は
で
き
な
い
が
、
三
回
忌
に
当
た

る
明
和
七
年
も
法
要
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
「
母
人
」
の
看
病
か
ら
法
要
に
至
る
経
緯
に
注
目
し
、
看
病
・
介
護
の
中

心
を
担
っ
た
彦
七
が
、「
母
人
」
の
死
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
た
の
か
考
察
し
て
き

た
。
体
調
不
良
を
訴
え
た
「
母
人
」
に
対
し
て
、
彦
七
は
、
医
師
の
診
察
・
人
参
な
ど

治
療
薬
の
服
用
・
宗
教
者
へ
の
病
気
平
癒
の
祈
禱
依
頼
な
ど
様
々
な
手
段
を
用
い
て
体

調
快
復
を
試
み
た
。
彦
七
自
身
も
毎
日
見
舞
い
に
行
き
、「
母
人
」
と
同
居
す
る
次
郎

兵
衛
・
お
つ
ね
夫
婦
の
助
け
も
借
り
な
が
ら
「
母
人
」
の
看
病
を
行
っ
た
。
彦
七
は
、

「
母
人
」
の
体
調
が
悪
い
場
合
は
、「
残
念
〳
〵
」
と
記
し
て
「
母
人
」
の
体
調
を
心
配

す
る
一
方
、
わ
ず
か
で
も
快
方
に
向
か
っ
た
場
合
は
、「
大
慶
〳
〵
」
や
「
恐
悦
」
と

記
し
、
嬉
し
い
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彦
七
は
「
母
人
」
の
長
寿
を

祈
り
、
様
々
な
策
を
講
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
快
復
は
難
し
い
と
い
う

医
師
の
診
断
や
、
彦
七
自
身
が
「
母
人
」
の
衰
弱
を
目
の
当
た
り
に
し
、
死
は
免
れ
な

い
こ
と
を
覚
悟
す
る
。
こ
の
時
点
で
、
彦
七
は
「
母
人
」
の
生
へ
の
執
着
を
諦
め
、
死

去
に
備
え
て
関
係
者
を
集
め
る
と
と
も
に
葬
式
の
準
備
を
始
め
る
。「
母
人
」
が
死
去

し
た
後
は
、
粛
々
と
葬
式
・
法
要
を
済
ま
せ
、
忌
に
よ
る
御
山
守
の
職
務
の
遠
慮
も
最

小
限
に
留
め
た
。

三　

子
供
の
死
の
と
ら
え
方

本
章
で
は
、
身
内
の
子
供
の
死
に
つ
い
て
彦
七
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
た
の

か
、
二
つ
の
事
例
を
基
に
検
討
し
た
い
。

第
一
の
事
例
は
、《
岩
屋
》
の
七
之
助
で
あ
る
。《
岩
屋
》
は
彦
七
の
「
一
家
中
」
に

は
含
ま
れ
な
い
が
、《
桑
原
》
の
近
隣
に
居
住
し
て
い
て
頻
繁
な
交
流
が
あ
っ
た
。
七

之
助
は
以
前
よ
り
病
気
を
患
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宝
暦
一
三
年
一
〇
月
八
日
に

急
変
し
、
さ
ら
に
体
調
が
悪
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
玄
得
の
診
察
の
他
に
、「
か
ゝ
」（
彦

七
の
妻
）や
お
ま
つ（
彦
七
の
娘
）が
見
舞
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
七
之
助
は
「
虫
の
い
き

計
と
相
見
無
心
許
体
」
と
、
す
っ
か
り
弱
り
果
て
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞

い
た
彦
七
は
、「
笑
止
千
万
〳
〵
」
と
記
し
、
懸
命
な
看
病
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向

に
快
復
し
な
い
様
子
を
気
の
毒
に
思
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
彦
七
も
七
之
助
の
見
舞
い

に
行
っ
た
が
、
七
之
助
の
状
態
は
悪
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。「
か
ゝ
」
が
夜
通
し
七
之
助

の
看
病
を
し
た
甲
斐
も
あ
っ
た
た
め
か
、
七
之
助
の
容
体
は
一
旦
快
復
し
た
よ
う
に
見

え
た
が
、
再
び
悪
化
し
、
同
月
一
〇
日
に
亡
く
な
っ
た
。
お
ま
つ
か
ら
七
之
助
死
去
の

知
ら
せ
を
聞
い
た
彦
七
は
、
早
速
《
岩
屋
》
に
お
悔
や
み
を
伝
え
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
時
期
は
「
山
神
祭
り
」
を
行
う
時
期
で
あ
っ
た
の
で
、《
岩
屋
》
の
当

主
清
十
は
、「
山
神
祭
り
」
の
実
施
可
否
を
彦
七
に
尋
ね
た
。
彦
七
は
、「
七
才
未
満
服

忌
無
之
間
、
祭
り
被
申
可
然
旨
」
返
答
し
て
い
る（
宝
暦
一
三
年
一
一
月
六
日
）。
七
之
助

（
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は
七
歳
未
満
で
、
服
忌
が
な
い
の
で
、
祭
り
は
実
施
し
て
も
問
題
な
い
と
答
え
て
い

る
。第

二
の
事
例
は
、《
中
洞
》
の
善
六
・
お
い
わ
夫
婦
の
娘
お
た
つ
の
事
例
で
あ
る
。

安
永
二
年
九
月
一
五
日
に
お
た
つ
が
病
気
に
か
か
っ
た
た
め
、「
か
ゝ
」
が
見
舞
い
に

行
っ
た
。
夜
に
な
る
と
お
た
つ
の
病
状
が
急
変
し
た
た
め
、
武
助（
彦
七
の
息
子
）・
お

幾
・
お
そ
よ（
彦
七
の
娘
）・
お
ま
つ
も
見
舞
い
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
お
た
つ
は
間
も

な
く
亡
く
な
っ
た
。
彦
七
は
、
お
た
つ
の
死
去
を
聞
く
と
、
七
之
助
の
時
と
同
様
に

「
笑
止
千
万
」
と
記
し
、
お
た
つ
の
死
を
悼
ん
で
い
る
。

一
方
、
彦
七
は
、
十
七
日
の
夜
に
山
伏
の
誠
教
院
に
祈
禱
を
し
て
も
ら
う
た
め
、
洗

米
を
献
上
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
十
六
日
の
夜
に
万
賀
の
伝
四
郎
が
「
御

鏡
之
米
」
を
集
め
に
来
た
。
だ
が
、
彦
七
は
、「
俄
ニ
善
六
方
不
幸
ニ
候
故
、
差
懸
り

候
付
得
奨
申
間
敷
旨
」（
身
内
の
お
た
つ
が
急
死
し
て
し
ま
い
、
支
障
が
あ
る
の
で
、
祈
祷
を
依

頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
）返
答
し
た
。
し
か
し
、
翌
日
の
朝
に
彦
七
は
再
考
す
る
。

そ
し
て
、
お
た
つ
は
「
七
才
未
満
之
事
ニ
候
得
ハ
、
各
別
之
忌
も
有
之
間
敷
ニ
付
、
御

鏡
ニ
而
も
御
洗
米
に
て
も
不
苦
事
ニ
候
ハ
ヽ
拝
ミ
給
候
様
、
孫
太
郎
ニ
白
米
壱
升
為
持

山
伏
へ
此
朝
遣
ス
也
」
と
方
針
を
変
更
す
る
。
お
た
つ
は
七
歳
未
満
で
特
に
忌
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
御
鏡
や
洗
米
に
支
障
が
な
け
れ
ば
祈
禱
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、

白
米
を
孫
太
郎
に
持
た
せ
て
誠
教
院
に
頼
ん
だ
。
誠
教
院
の
も
と
か
ら
帰
っ
て
き
た
孫

太
郎
に
よ
る
と
、
誠
教
院
は
、
お
た
つ
は
「
七
才
未
満
之
小
児
之
事
ニ
候
得
ハ
不
苦
候

間
、
拝
ミ
可
申
旨
」
返
答
し
た
。
彦
七
の
考
え
と
同
じ
く
、
お
た
つ
の
死
に
よ
り
忌
が

生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
祈
禱
を
し
て
も
差
し
支
え
な
い
旨
を
誠
教
院
は
述
べ

た
。
一
六
日
の
伝
四
郎
へ
の
返
答
の
際
は
、
お
た
つ
の
死
に
対
す
る
悲
し
み
で
気
が
動

転
し
て
い
て
、
忌
の
有
無
ま
で
彦
七
の
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

右
の
二
つ
の
事
例
よ
り
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
身
内
の
子
供
が
病
気
を

患
っ
た
際
は
、
彦
七
や
家
族
は
、
総
出
で
見
舞
い
に
行
き
、
夜
通
し
看
病
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
子
供
の
看
病
、
死
去
に
お
い
て
、
彦
七
は
「
笑
止
千
万
」
と
記
し
、
非
常
に

悲
し
ん
で
い
る
。「
母
人
」
の
死
去
と
同
様
に
子
供
の
死
を
悼
む
一
方
で
、
七
歳
未
満

の
子
供
の
死
は
、
彦
七
・
誠
教
院
を
は
じ
め
加
子
母
村
の
人
々
に
と
っ
て
忌
の
対
象
に

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
祭
事
や
祈
禱
に
死
の
穢
れ
が
及
ぶ
こ

と
を
考
慮
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
。

江
戸
幕
府
が
定
め
た
服
忌
令
に
お
い
て
も
、
七
歳
未
満
の
小
児
の
死
亡
の
際
は
、
父

母
は
三
日
間
遠
慮
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
近
世
社
会
で
は
、
七
歳
未
満
の
子
供

の
死
は
特
別
視
さ
れ
て
お
り
、
彦
七
を
は
じ
め
加
子
母
村
の
人
々
も
同
様
の
認
識
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

お　

わ　

り　

に

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
は
、
彦
七
に

と
っ
て
、
生（
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
患
者
の
体
調
快
復
を
希
求
）と
死（
延
命
を
諦
め
、
死

を
受
け
入
れ
る
準
備
を
す
る
）の
境
目
は
、
患
者（
本
稿
で
は
「
母
人
」）の
状
態
が
一
定
の
基

準
に
達
す
る
か
否
か
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
準
と
は
、
医
師
の
診
断
や
看
病

者
・
介
護
者
の
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
死
を
受
け
入
れ
る
覚
悟
が
で
き
る
と
、

彦
七
は
「
母
人
」
の
無
理
な
延
命
を
望
ま
ず
、
葬
式
の
準
備
を
行
う
。
そ
し
て
、
実
際

に
患
者
が
亡
く
な
る
と
、
淡
々
と
葬
式
・
法
要
を
進
め
る
。

柳
谷
氏
は
、
沼
津
藩
士
水
野
伊
織
実
父
金
澤
八
郎
の
介
護
に
お
い
て
、
快
復
の
見
込

み
が
な
い
と
医
師
に
診
断
さ
れ
た
八
郎
に
対
し
て
、
伊
織
ら
家
族
が
手
厚
い
看
護
を

行
っ
て
、
尊
厳
あ
る
死
を
迎
え
る
準
備
を
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
、「
母

人
」
の
看
病
・
介
護
に
お
け
る
彦
七
の
対
応
と
通
底
す
る
部
分
が
あ
る
と
い
え
る
。

（
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一
六
四

第
二
は
、
忌
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
子
供
の
場
合
に
お
い
て
も
大
人
の
場
合
に
お

い
て
も
、
彦
七
は
身
近
な
人
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
母
人
」、
七
之

助
、
お
た
つ
の
事
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
患
者
の
年
齢
に
関
係
な
く
、
彦
七
や
そ
の

家
族
は
懸
命
に
看
病
し
た
。
そ
し
て
、
患
者
が
死
去
し
た
場
合
は
、「
日
記
」
に
「
残

念
〳
〵
」
と
記
し
、
無
念
さ
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
一
方
、
忌
に
つ
い
て
は
、
七
歳
未
満

か
否
か
と
い
う
点
で
客
観
的
に
判
断
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
死
へ
の
悲
し
み
と
忌
を
め

ぐ
る
慣
習
は
、
対
立
す
る
こ
と
な
く
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
日
記
」
に
は
彦
七
の
行
動
や
心
情
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
身
内
の
看
病
、
死
に
お
け
る
介
護
者
の
反
応
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
事
例
で
あ

る
。
ま
た
、「
日
記
」
に
は
、
身
内
の
看
病
・
介
護
・
死
去
だ
け
で
な
く
、
疱
瘡（
＝
天

然
痘
）や
「
お
こ
り
」（
＝
一
定
の
周
期
で
悪
寒
や
ふ
る
え
を
引
き
起
こ
す
病
気
）な
ど
の
病
気

を
患
っ
た
人
々
に
対
し
て
、
彦
七
を
は
じ
め
地
域
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の

か
と
い
う
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、「
日
記
」
中
に
見
ら
れ
る
病
気
に
関
す

る
事
例
を
分
析
し
、
彦
七
が
病
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
考
察
し
た
い
。

註（
1
）　

内
木
家
文
書 

Ｂ
五
九
─
〇
五
─
一
〇
。

（
2
）　

柳
谷
慶
子
「
高
齢
者
介
護
と
家
族
」（
同
『
近
世
の
女
性
相
続
と
介
護
』〈
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
年
〉、
初
出
「
日
本
近
世
の
高
齢
者
介
護
と
家
族
」〈
山
中
永
之
佑
・
竹
安
栄
子
・
曽
根

ひ
ろ
み
・
白
石
玲
子
編
『
介
護
と
家
族
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
〉）、
同
『
江
戸
時

代
の
老
い
と
看
取
り
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）な
ど
。
柳
谷
氏
以
外
に
近
世
社
会
に
お
け
る

看
取
り
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
、
新
村
拓
「
歴
史
に
お
け
る
老
い
と
痴
呆
と
介
護
」、
小
椋
喜
一

郎
「
日
本
近
世
に
お
け
る
「
老
い
」
の
諸
相
」（
い
ず
れ
も
『
歴
史
評
論
』
六
〇
八
号
、
二
〇
〇
〇

年
一
二
月
）、
本
村
昌
文
「
一
七
世
紀
に
お
け
る
死
生
観
の
展
開
と
看
取
り
の
諸
相
」（
同
『
い
ま
を

生
き
る
江
戸
思
想　

一
七
世
紀
に
お
け
る
仏
教
批
判
と
死
生
観
』〈
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
〉、

初
出
「
一
七
世
紀
日
本
に
お
け
る
「
死
生
観
」
小
考
」〈
桐
原
武
真
編
『
東
北
大
学
臨
床
死
生
学
研

究
会
研
究
報
告
』
東
北
大
学
臨
床
死
生
学
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
〉）な
ど
。

（
3
）　

加
子
母
村
誌
編
纂
委
員
会
編『
加
子
母
村
誌
』（
岐
阜
県
恵
那
郡
加
子
母
村
、一
九
七
二
年
）。

（
4
）　

も
と
も
と
次
郎
兵
衛
・
お
つ
ね
夫
妻
は
、
屋
号
と
し
て
《
中な
か
ぼ
ら洞

》
を
名
乗
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

娘
の
お
い
わ（
お
い
し
と
姉
妹
）が
田
瀬
村
出
身
の
善
六
と
結
婚
、
家
内
不
和
が
原
因
で
善
六
・
お

い
わ
夫
婦
が
別
家
し
て
《
中
洞
》
を
引
き
継
ぐ
。
そ
の
た
め
、
残
っ
た
「
母
人
」・
次
郎
兵
衛
・
お

つ
ね
・
お
い
し
が
《
冨
田
》
の
屋
号
を
名
乗
る（
太
田
尚
宏
、
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
徳
川
林

政
史
研
究
所
編
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　

尾
張
藩
の
林
政
と
森
林
文
化
2　

山
村
の
人
・
家
・

つ
き
あ
い
─
江
戸
時
代
の
“
か
し
も
生
活
”
①
─
』〈
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
徳
川
林
政

史
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
〉
二
〇
頁
）。

（
5
）　

内
木
哲
朗
家
所
蔵
。

（
6
）　

徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
史
料 

林
一
一
三
六
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
。
以
下
、
徳
川

林
政
史
研
究
所
収
集
史
料
に
つ
い
て
は
、「
林
一
一
三
六
」
の
よ
う
に
史
料
番
号
の
み
記
す
。

（
7
）　

林
一
一
三
八
。

（
8
）　
「
日
記
」
に
は
、
三
月
五
日
・
一
五
日
に
、
玄
得
に
人
参
の
処
方
を
依
頼
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。

（
9
）　

御
山
守
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
太
田
尚
宏
「
尾
張
藩
「
御
山
守
」
の
職
務
形
成
と
記
録
類
」（『
国

文
学
研
究
資
料
館
紀
要　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
』
一
四
号
〈
通
巻
四
九
号
〉、
二
〇
一
八
年
三
月
）

を
参
照
。

（
10
）　

彦
七
の
二
女
お
ま
つ
の
夫
。
源
太
の
詳
細
は
、
髙
木
ま
ど
か
論
文
を
参
照
。

（
11
）　

太
田
尚
宏
「「
掻
餅
」
の
話
」。
閲
覧
日
：
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
九
日
。（https://readyfor.

jp/projects/kokubunken/announcem
ents/136500

）

（
12
）　
「
明
和
五
年
子
年
中
御
用
状
留
書
」、
林
三
八
八（
第
八
冊
）。

（
13
）　

林
由
紀
子
「
江
戸
幕
府
服
忌
令
の
内
容
と
解
釈
─
そ
の
総
則
的
規
定
」（
同
『
近
世
服
忌
令
の
研

究
─
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
』〈
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
〉、
初
出
平
松
義
郎
博
士
追
悼
論
文

集
編
集
委
員
会
編『
法
と
刑
罰
の
歴
史
的
考
察
』〈
名
古
屋
大
学
出
版
会
、一
九
八
七
年
〉）一
二
六
頁
。

（
14
）　

内
木
家
文
書 

Ｂ
五
九
─
〇
九
─
〇
八
。

（
15
）　

内
木
家
文
書 

Ｂ
六
三
─
〇
一
─
〇
六
。

（
16
）　

安
永
二
年
の
「
日
記
」
の
史
料
番
号
は
内
木
家
文
書 

Ｂ
五
九
─
二
〇
─
一
四
。

（
17
）　

前
掲
柳
谷
「
高
齢
者
介
護
と
家
族
」
三
〇
七
頁
〜
三
一
一
頁
。


